
「信濃川水系河川整備計画【大臣管理区間】」を変更しました

令 和 元 年 ８ 月 ２ ８ 日
河 川 部 河 川 計 画 課

北陸地方整備局では、事業の進捗や近年の豪雨災害で明らかとなった課題への新た

な施策の取組が進められている状況を踏まえ、令和元年８月２８日に「信濃川水系河川

整備計画【大臣管理区間】」を変更しましたので、お知らせします。

【問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局

河川部 河川計画課長 志野 直紀

電話 ： 025-280-8880（代表）

【同時記者発表クラブ】

新潟県政記者クラブ

新県政記者クラブ

長野市政記者クラブ

長野県庁会見場

長野市政記者会

日本工業経済新聞社長野支局

その他専門紙各社

【主な変更点】
・「既設ダムの有効活用」の記述の具体化（大町ダム等再編事業）
・ 堤防整備実施箇所の追加、河川防災ステーション整備箇所の追加、整備完了箇所等の時点修正
・「水防災意識社会再構築ビジョン」に関する追記

下記について北陸地方整備局ホームページの「信濃川水系河川整備計画」に掲載しています。

・「信濃川水系河川整備計画【大臣管理区間】（令和元年８月変更）」
・「信濃川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更）対比表」
・「信濃川水系河川整備計画（変更案）」に関する新潟県知事・長野県知事から聴取した意見

http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/shinano-plan/plan/index.html


